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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【公表番号】特表2013-511647(P2013-511647A)
【公表日】平成25年4月4日(2013.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2013-016
【出願番号】特願2012-539412(P2012-539412)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｌ   9/04     (2006.01)
   Ｆ１６Ｋ  31/04     (2006.01)
   Ｆ１６Ｋ  31/524    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｌ   9/04    　　　Ｚ
   Ｆ１６Ｋ  31/04    　　　Ｋ
   Ｆ１６Ｋ  31/524   　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月7日(2013.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁アクチュエータであって、
　ロータと、
　ステータとを備え、ロータはステータにおける回転用に構成されており、前記アクチュ
エータはさらに、
　ロータの回転の少なくとも一部の間、ロータにトルクを印加するための付勢構造を備え
、
　ロータに作用する力によって、ロータ用の複数の安定静止位置が規定され、前記アクチ
ュエータは、ロータを１つの安定静止位置から別の安定静止位置へと動かすよう制御可能
であり、
　付勢構造によって印加されるトルクは、第１の静止位置および少なくとも第２の静止位
置ではそれらの位置の選択を可能にするよう十分に低く、その後第２の静止位置を超える
と増加するように、ロータの回転位置とともに変化する、アクチュエータ。
【請求項２】
　第１の静止位置および第２の静止位置で付勢構造によって印加されるトルクは、実質的
にゼロに等しい、請求項１に記載のアクチュエータ。
【請求項３】
　第２の静止位置は第１の静止位置に隣接する、請求項１または請求項２に記載のアクチ
ュエータ。
【請求項４】
　付勢構造は、
　付勢カム面を規定する付勢カムと、
　付勢カム従動子とを備え、付勢カム従動子および付勢カム面は圧迫し合っており、付勢
カムおよび付勢カム従動子のうちの一方は、ロータを用いて、またはロータによって回転
可能であり、
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　前記付勢カム従動子の変位が第１の静止位置と第２の静止位置との間で実質的に一定で
あるように、付勢カム面は輪郭付けられている、請求項１～３のいずれか１項に記載のア
クチュエータ。
【請求項５】
　付勢構造によってロータに印加される力は、第１および第２の静止位置で、ならびに第
１の静止位置と第２の静止位置との間で、最小または実質的に最小となるように、ロータ
の回転位置とともに変化する、請求項１～４のいずれか１項に記載のアクチュエータ。
【請求項６】
　付勢構造は、第２の静止位置を超えたロータの行程の一部の間にエネルギを蓄え、次に
、蓄えられたエネルギを用いてロータを同じ方向に加速し、その第１の静止位置に戻すよ
う、構成されている、請求項５に記載のアクチュエータ。
【請求項７】
　羽根車が連結機構を介してロータに結合されている、請求項１～６のいずれか１項に記
載のアクチュエータ。
【請求項８】
　連結機構は、ロータがその第１の静止位置にあるときは羽根車が第１の羽根車位置にあ
り、ロータがその第２の静止位置にあるときは羽根車が第１の羽根車位置から実質的に最
大変位した位置にあるよう、構成されている、請求項７に記載のアクチュエータ。
【請求項９】
　連結機構は、第２の静止位置を超えるロータの回転中に羽根車が第１の羽根車位置に戻
るよう、構成されている、請求項７または請求項８に記載のアクチュエータ。
【請求項１０】
　連結機構は、第２の静止位置を超えるロータの回転中に羽根車が第１の羽根車位置に戻
るよう、構成されており、その後ロータは、付勢構造がエネルギを蓄えるその行程の一部
に到達する、請求項８に従属する請求項９に記載のアクチュエータ。
【請求項１１】
　ロータ用の第３の静止位置が、第２の静止位置とは反対方向にロータを回転させること
によって到達される場所に規定され、第２および第３の静止位置では、付勢構造によって
印加されるトルクは実質的に等しい、請求項１～１０のいずれか１項に記載のアクチュエ
ータ。
【請求項１２】
　付勢カム従動子および付勢カム面は付勢要素によって圧迫し合っており、付勢要素は、
第１の静止位置に向かうロータの行程の一部の間にエネルギを蓄え、第１の静止位置から
遠ざかるその行程の一部の間にロータを加速するよう構成されている、請求項４または請
求項４に従属する請求項５～１１のいずれか１項に記載のアクチュエータ。
【請求項１３】
　第１の静止位置は、付勢カム従動子の行程の一端に対応している、請求項４、１２、ま
たは請求項４に従属する請求項５～１１のいずれか１項に記載のアクチュエータ。
【請求項１４】
　前記ロータに結合され、ロータの回転時に変位するための羽根車を備え、
　第１の静止位置から第２の静止位置へのロータの運動から生じる羽根車の変位は、第１
の静止位置から第３の静止位置へのロータの運動から生じる変位よりも大きく、第１の静
止位置から第２の静止位置へのロータの回転と、第１の静止位置から第３の静止位置への
ロータの回転とは、実質的に等しく、反対方向である、請求項１～１３のいずれか１項に
記載のアクチュエータ。
【請求項１５】
　前記羽根車は連結機構を介してロータに結合されており、前記連結機構は、羽根車がそ
の行程の全範囲の一端に到達しないようにすることが、ロータの回転における空動き部分
をもたらし、その部分では羽根車の変位は実質的になく、空動き部分は第１の静止位置を
含み、第１の静止位置に対して非対称的に位置するように、構成されている、請求項７～
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１０のいずれか１項または請求項１４に記載のアクチュエータ。
【請求項１６】
　連結機構は、ロータの回転の空動き部分にわたって伸長される、ロータと羽根車との間
の弾性継手を備える、請求項１５に記載のアクチュエータ。
【請求項１７】
　連結機構は、ロータがその第１の静止位置にあるときに羽根車から遠ざかるその行程の
端から回転方向に偏心している、ロータ上の軸外位置に結合されたクランクを含む、請求
項１６に記載のアクチュエータ。
【請求項１８】
　作動カム面を規定する作動カムと、
　作動カム面に関連付けられた作動カム従動子とを備え、作動カムおよび作動カム従動子
のうちの一方は、ロータを用いて、またはロータによって回転可能であり、アクチュエー
タは、作動カム従動子の変位が羽根車の変位をもたらすように構成されている、請求項７
～１０のいずれか１項または請求項１４～１７のいずれか１項に記載のアクチュエータ。
【請求項１９】
　羽根車は作動カム従動子と一体である、請求項１８に記載のアクチュエータ。
【請求項２０】
　バルブを作動させるよう構成された請求項１～１９のいずれか１項に記載のアクチュエ
ータを含む、内燃機関。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　羽根車の往復運動はしたがって、ロータがその第１の静止位置からその第２の静止位置
へと回転し、その後反対方向に再度戻ってくるようにアクチュエータを作動することによ
って達成されてもよい。また、連結機構は、第２の静止位置を超えるロータの回転中に羽
根車が第１の羽根車位置に戻るよう、構成されてもよい。このため、ロータの同じ方向の
回転は、羽根車がその第１の位置から第２の位置に行ってから再度戻ってくる往復運動を
もたらすであろう。これは、ロータの２７０°以下の回転、または好ましくは１８０°以
下の回転にわたって起こってもよい。ロータの１回転に満たない範囲でのロータの往復運
動は、より迅速な往復作用を容易にする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　ロータの回転位置に対するロータ総トルクのグラフを、図６に示す。総トルクは、ステ
ータによってロータに加えられた受動的磁気トルクと、この発明を具体化する付勢構造に
よって加えられたばねトルクとを組合せたものである。点２２４は、０／３６０°、４５
°、１８０°、および３１５°での安定静止位置を示す。ロータがこれらの各位置に近い
安定ゾーン内にある場合、結果として生じるトルクはそれぞれの安定位置へ向けてロータ
を圧迫するよう作用する、ということが見てわかる。アクチュエータは、特定の要件に合
うように、安定ゾーンの傾きおよび／または回転度合を増加させるよう構成されてもよい
、ということが理解されるであろう。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　９０°～２７０°の区分は円形であり、３５５°～５°の区分も同様である。２７０°
～３５５°では、輪郭は半径が徐々に増加しており、一方、５°～９０°では、それは半
径が徐々に減少している。０°、９０°、１３５°、１８０°、２２５°、および２７０
°での径方向の太線は、安定静止位置４００を示す。このため、９０°、１３５°、１８
０°、２２５°、および２７０°での安定静止位置間のロータの回転については、面の半
径に追従する付勢カムの変位はない。また、その輪郭のこの部分にわたって、半径は最小
である。したがって、付勢構造によって印加される力がこの半径に依存している構造では
、力は、ロータの回転のこの部分にわたって最小である。このため、対応する付勢カム従
動子が付勢カム面輪郭のこの部分と係合している間、付勢カム従動子とカム面との間のど
んな摩擦も最小となるであろう。機械的ばね構造を用いて付勢カム従動子に付勢を加える
場合、この部分は、ばね要素の最小撓みに対応する。アクチュエータが大半の時間、この
領域で動作する場合、ばね要素の寿命は長くなるであろう。
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